
水
質
汚
濁
防
止
法
（
抜
粋
） 

 
（
常
時
監
視
）  

第
十
五
条 

 
都
道
府
県
知
事
は
、
公
共
用
水
域
及
び
地
下
水
の
水
質
の
汚
濁
の
状
況
を
常
時
監
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
測
定
計
画
）  

第
十
六
条  

都
道
府
県
知
事
は
、
毎
年
、
国
の
地
方
行
政
機
関
の
長
と
協
議
し
て
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
に
属
す
る
公
共
用
水
域
及
び
当
該
区
域
に
あ
る
地
下 

水
の
水
質
の
測
定
に
関
す
る
計
画
（
以
下
「
測
定
計
画
」
と
い
う
。）
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。 

２  

測
定
計
画
に
は
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
行
う
当
該
公
共
用
水
域
及
び
地
下
水
の
水
質
の
測
定
に
つ
い
て
、
測
定
す
べ
き
事
項
、
測
定
の
地
点
及
び
方
法 

そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

環
境
大
臣
は
、
指
定
水
域
ご
と
に
、
当
該
指
定
水
域
に
流
入
す
る
水
の
汚
濁
負
荷
量
の
総
量
を
は
握
す
る
た
め
、
測
定
計
画
の
作
成
上
都
道
府
県
知
事
が
準 

拠
す
べ
き
事
項
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
測
定
計
画
に
従
つ
て
当
該
公
共
用
水
域
及
び
地
下
水
の
水
質
の
測
定
を
行
い
、
そ
の
結
果
を
都
道
府
県
知
事
に
送
付
す
る
も
の 

と
す
る
。 

 

（
測
定
の
協
力
）  

第
十
六
条
の
二 

 

地
方
公
共
団
体
の
長
は
、
前
条
第
四
項
の
地
下
水
の
水
質
の
測
定
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
井
戸
の
設
置
者
に
対
し
、
地 

下
水
の
水
質
の
測
定
の
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
公
表
）  

第
十
七
条 

 

都
道
府
県
知
事
は
、
当
該
都
道
府
県
の
区
域
に
属
す
る
公
共
用
水
域
及
び
当
該
区
域
に
あ
る
地
下
水
の
水
質
の
汚
濁
の
状
況
を
公
表
し
な
け
れ
ば
な 

ら
な
い
。 

 

（
都
道
府
県
の
審
議
会
そ
の
他
の
合
議
制
の
機
関
の
調
査
審
議
等
）  

第
二
十
一
条  

都
道
府
県
の
区
域
に
属
す
る
公
共
用
水
域
及
び
当
該
区
域
に
あ
る
地
下
水
の
水
質
の
汚
濁
の
防
止
に
関
す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
は
環
境
基
本
法 

第
四
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
る
審
議
会
そ
の
他
の
合
議
制
の
機
関
が
、
都
道
府
県
知
事
の
諮
問
に
応
じ
調
査
審
議
し
、
又
は
都
道
府
県
知
事
に
意
見
を
述 

べ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 
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参考資料２

大阪府環境審議会水質測定計画部会運営要領 
 
（趣旨） 
第 1 条  この要領は、大阪府環境審議会条例(平成６年大阪府条例第７号。以下｢条例｣とい

う。)第６条第１項の規定により大阪府環境審議会(以下｢審議会｣という。) に設置する水

質測定計画部会(以下｢部会｣という。)の組織及び運営について定める。 
 
（組織） 
第 2 条  部会は、次に掲げる者につき、委員、臨時委員及び専門委員で組織する。 

一 条例第２条第１項第１号に規定する委員  ４人以内 
 二  条例第２条第１項第３号に規定する委員  ４人以内 
 三  条例第３条第１項に規定する臨時委員    ３人以内 
 四 条例第３条第２項に規定する専門委員      若干名 
２  部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから、あらかじめ部会長の指名 
するものがその職務を代理する。 

 
（会議） 
第 3 条  部会の会議は、部会長が招集し、部会長がその議長となる。 
２  部会は、これに属する委員、臨時委員及び専門委員の二分の一以上が出席しなければ

会議を開くことができない。 
３  部会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに 
よる。 

４ 市町村長のうちから任命された委員及び臨時委員に事故があるときは、その職務を代

理するものが議事に参与することができる。 
５  部会の決議は、水質汚濁防止法第１６条第１項に定める測定計画について、条例第６ 
条第７項に定めるところにより、審議会の決議とする。ただし、審議会の会長が審議会 
の議事とすることを必要と認めた場合はこの限りではない。 

６  部会長は、部会で決議した事項については、次の審議会に報告しなければならない。 
 
（必要事項） 
第４条  この要領に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が定める。 
 
 
附  則 
 この要領は、平成１８年８月２５日から施行する。 



参考資料 3

 

大阪府環境審議会水質測定計画部会委員名簿 

          
学識経験のある者 

氏   名 役   職 備 考 

村岡 浩爾 大阪大学名誉教授（水環境学） 部会長 

益田 晴恵 大阪市立大学大学院教授（地球化学） 部会長代理 

   以上 環境審議会委員  計 2 名 

海老瀨潜一 摂南大学教授（環境システム工学）  

大浦 律子 大阪人間科学大学教授（生活環境学）  

   以上 環境審議会水質測定計画部会専門委員 計 2 名 

 
市町村長 

氏   名 役   職 備 考 

平松 邦夫 大阪市長  

木原 敬介 堺市長  

阪口 善雄 吹田市長  

中  和博 能勢町長  

             以上 環境審議会委員  計 4 名 

 
関係地方行政機関の長 

氏   名 役   職 備 考 

齊藤   昭 近畿農政局長  

布村 明彦 近畿地方整備局長  

山内 一良 第五管区海上保安本部長  

以上 環境審議会臨時委員  計 3 名 
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